
矢板市幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 市の交付する矢板市幼稚園特別支援教育費補助金（以下「補助金」

という。）については、私立学校振興助成法（昭和５０年法律第６１号）、

矢板市補助金等交付規則に規定するもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。  

（交付の目的）  

第２条 この補助金は、補助金の対象となる園児（以下「対象園児」とい

う。）に特別な教育的支援を行う私立幼稚園の設置者（以下「補助事業者」

という。）に対して、その経費の一部を補助することにより、私立幼稚園

の特別支援教育の振興を図ることを目的とする。  

（定義）  

第３条 対象園児の要件は、矢板市内の私立幼稚園に当該年度の１０月１

日に在園する本市に住所を有する幼児（当該年度の４月２日以降に満３

歳に達した園児を含む。）のうち、対象園児のいる学級に配置された教職

員（学級担任を除く。）から特別な教育的支援を受けている幼児であって、

次の各号のいずれかに該当するものをいう。  

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項

に規定する身体障害者手帳の交付を受けている幼児  

（２）特別児童扶養手当の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４

号）に規定する特別児童扶養手当の支給対象となっている幼児（支

給制度に該当し当該扶養手当の支給が停止されている者に扶養され

ている幼児を含む。）  

（３）療育手帳制度交付要綱（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第



１５６号）による療育手帳の交付を受けている幼児  

（４）専門医の診断又は児童相談所等の判定により学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号）第２２条の３に規定する「視覚障害等の

心身の故障の程度」と同程度の障がいを有すると認められる幼児  

（補助対象経費）  

第４条 補助対象経費は、補助事業者が行う特別支援教育のために必要な

人件費、教育研究管理経費とする。  

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は、設置者の種別、対象園児の数及びその対象園児の

当該年度の５月１日の在園状況に応じた別表１に定める対象園児１人当

たりの補助単価に、別表第１に対応した対象園児の数を乗じて得た額を

限度とし、予算の範囲内で交付することとする。  

（交付の申請）  

第６条 補助事業者が規則第４条の規定により提出する書類は、次の表に

定めるところによる。  

提 出 す べ

き 申 請 書

の名称  

様式  
提出

部数  
申請書に添付すべき書類の名称  様式  

提出

部数  

提出

期限  

幼 稚 園 特

別 支 援 教

育 費 補 助

金 交 付 申

請書  

別記

様式

第１

号  

１  １ 事業計画書  

２ 収支予算書  

３ 学級別園児数及び対象園児担

当・指導教職員数調査表  

４ 対象園児担当・指導教職員に関

する調書  

２号  

３号  

４号  

 

５号  

 

１  

１  

１  

 

１  

 

別 に

定 め

る日  



５ 対象園児就園状況調書  

６ 対象園児である旨の判定書類で

次の各号のいずれかに該当する書

類  

（１）第２条第１号に該当する幼児  

身体障害者手帳の写し  

（２）第２条第２号に該当する幼児

特別児童扶養手当証書の写し  

（３）第２条第３号に該当する幼児  

療育手帳の写し  

（４）第２条第４号に該当する幼児  

専門医の診断書又は児童相談所

等の判定書  

７ その他市長が必要と認める書類  

６号  １  

（交付の決定）  

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付の決定をする

ものとする。  

２ 前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、市長は補助金等

交付決定通知書（別記様式第７号）により、申請人に通知する。  

（計画変更の承認）  

第８条 補助金等の交付の決定を受けた者は、次の各号の一に該当する場

合には、遅滞なく補助事業等計画変更申請書（別記様式第８号）を市長

に提出し、その承認を受けなければならない。  



（１）補助金等に要する予算を変更しようとするとき。  

（２）補助事業等の内容を変更しようとするとき。  

（３）補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。  

２ 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助

事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対す

る措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。  

３ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった

場合には、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができ

る。  

４ 市長は、前項の規定により補助金等の交付決定を変更したときは、補

助金等変更交付決定通知書（別記様式第１０号）により、申請人に通知

する。  

（補助金等の請求）  

第９条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業等を完成した後において

交付するものとする。ただし、市長において特に必要があると認めたと

きは、補助事業等の完成前に補助金の全部又は一部を交付することがで

きる。  

２ 補助事業者は、前項の規定により、補助金等の交付を受けようとする

ときは、補助金等交付請求書（別記様式第１１号）に、次に掲げる書類

を添え市長に提出しなければならない。  

（１）交付決定通知書の写し  

（２）その他市長が必要と認める書類  

（実績報告）  

第１０条 補助事業者は、当該補助事業等を完了し、及び補助金等の交付



を受けたときは、市長の定める期日までに補助事業実績報告書（別記様

式第１２号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書（別記様式第１３号）  

（２）事業実績報告書（総括表）（別記様式第１４号）  

（３）事業実績報告書（内訳表）（別記様式第１５号）  

（４）その他市長が認める書類  

２ 前項の規定は、市の会計年度内に補助事業等が完了しない場合におけ

る当該年度内の補助事業等の実績報告又は補助事業等の廃止につき市長

の承認を受けた場合について準用する。  

（交付決定の取消し）  

第１１条 市長は、補助事業等について次の各号の一に該当すると認める

ときは、補助金等の交付の決定を取消すことができる。  

（１）偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。  

（２）補助金等を他の用途に使用したとき。  

（３）前２号のほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容   

及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかった

とき。  

（補助金等の返還）  

第１２条 市長は、第８条第３項及び前条の規定により補助金等の交付の

決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補

助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものと

する。  

（帳簿の備付け）  

第１３条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした



帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。  

 

 附  則  

 この要綱は、平成２１年度分の補助金から適用する。  

 この要綱は、平成２２年度分の補助金から適用する。  

 この要綱は、平成２３年度分の補助金から適用する。  

 



別表第１  

対象園児１人当たりの補助単価  

種別  １０月１日に在園

する対象園児数  

１人当たりの補助単価  

５月１日在園児  ５月２日以降１０

月１日以前入園時  

学校法人立幼稚園

（幼稚園運営費補

助金の補助対象と

なる学校法人立以

外の幼稚園を含む） 

２人目以降  １２０，０００円  ６０，０００円  

１人目  ３９２，０００円  １９６，０００円  

学校法人立以外の

幼稚園（上欄に該当

す る 幼 稚 園 を 除

く。）  

 １２０，０００円  ６０，０００円  

※ 学校法人立幼稚園（）書きは法人立、宗教人立、個人立が該当  
※ 学校法人立以外の幼稚園とは認可の予定がたっている認可までの施行園が該当  



別記様式第１号（第６条関係）  

番    号  

    年  月  日  

 

矢板市長 様  

              設置者 住  所  

名  称  

氏  名            印  

 

    年度矢板市幼稚園特別支援教育費補助金交付申請書  

 

    年度において、次のとおり補助金等の交付を受けたいので、矢板市幼稚

園特別支援教育費補助金交付要綱第６条の規定により申請します。  

 

記  

 

補助事業等の名称  矢板市幼稚園特別支援教育費補助事業  

補助金等の名称  矢板市幼稚園特別支援教育費補助金  

補助金等の額                   円  

添付書類  （１） 事業計画書  

（２） 収支予算書  

（３） 学級別園児数及び対象園児担当・指導教職員数調査票  

（４） 対象園児担当・指導教職員に関する調書  

（５） 対象園児就園状況調書  

（６） 対象園児である旨を判定する書類  

（７） その他市長が必要と認める書類  

 



別記様式第２号（第６条関係）  
事  業  計  画  書  

幼稚園名           
 

（注）  
１ 補助対象経費は、特別

支援教育に要する経費と

すること。  
２ 積算内訳は、具体的に

記入すること。

支出科目  補助対象経費（円）  積算内訳  
人

件

費  

教員人件費    
職員人件費    
   
   
小計    

 
 
経  
 
費  

消耗品費    
消耗備品費    
旅費交通費    
修繕費    
保健衛生費    
報酬・手数料    
賃借料    
賃金    
行事費    
研修費    
雑費    
   
   
小計    

合計    



別記様式第３号（第６条関係）  
 

収支予算書  
 
収入                             （単位：円） 
科目  本年度予算

額  
前年度予算

額  
差引額  摘要  
増  減  

      

 
支出                             （単位：円） 
科目  本年度予算

額  
前年度予算

額  
差引額  摘要  
増  減  

      

 



別記様式第４号（第６条関係）  

学級別園児数及び対象園児担当・指導教職員数調査表  

 

学級名  

園児数  
対象園児担当・指導教職員数  

（１０月１日現在）  

５月１日現在  １０月１日現在  教員  

職員   うち対象園  

児数（市内） 

 うち対象園  

児数 (市内 ) 
担当  指導  

満 ３ 歳の

み  

   (    )      （  ）    

       (    )      （  ）    

       (    )      （  ）    

３ 歳 児の

み  

       (    )      （  ）    

       (    )      （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

４ 歳 児の

み  

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

５ 歳 児の

み  

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

        (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

       (    )    （  ）    

合計        (    )    （  ）    

（注）１ 当該調査票は、対象園児の在籍する学級のみでなく、全ての学級について記入すること。  

２ １０月１日現在の「対象園児数」は、「対象園児就園状況調書」（別記様式第６号）の数と一致するこ

と。  

３ 「対象園児担当・指導教職員数」欄は、特別支援教育に携わる教職員についてのみ記入し、「対象園児

担当・指導教職員に関する調書（別記様式第５号）の数と一致すること。  

４ 「教員」欄の「担当」は学級を担任する教員数を、「指導」は直接対象園児を指導している教員数を記

入すること。  

５ 「職員」欄は、対象園児の介護等の業務に携わっている職員数を記入すること。  



別記様式第５号（第６条関係）  
対 象 園 児 担 当 ・ 指 導 教 職 員 に 関 す る 調 書  

幼稚園名           
（平成  年１０月１日現在）  

職名  氏名  年齢  
免許状

の種類  

一 週 あ

た り の

担当・指

導 保 育

時間  

担当  
の別  

指導  
専任（○

を記入） 

担 当 学

級 名 又

は 指 導

対 象 園

児名  

給与等  

本 俸 月

額  
手当  その他  計  

         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
         （内   ）    
（注）１ 当該調書は、特別支援教育に携わる教職員についてのみ記入すること。  
   ２ 「担当」とは、学級を担任する教員、「指導」とは、直接対象園児を指導、又は介護等の業務に従事する教職員をいう。  
   ３ 専ら対象園児の保育又は介護等に従事する教職員の場合には、専任欄に○を記入すること。  
   ４ 「手当」欄の（  ）内には、特別支援教育のための手当てを支給している場合記入すること（内数）。  
 
 

 



別記様式第６号（第６条関係） 

対 象 園 児 就 園 状 況 調 書 

幼稚園名            

（平成  年１０月１日現在） 

番号 氏名 生年月日 性別 年齢 入園年月日 
障害の区分 第３条区分 編入している

クラス名 
備考 

主障害 副障害  
４号該当の場合の

判定機関名 

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

        １号・２号・３号・４号    

（注）１「障害の区分」は、当該幼児が診断（判定）された結果を主障害と副障害に分け、次の区分により記入すること。 
    「視覚障害」・「聴覚障害」・「知的障害」・「肢体不自由」・「病弱虚弱」・「情緒障害」・「言語障害」など。 
   ２「第３条区分」は、当該幼児の状況について、当交付要綱第３条において該当する号数に○を付けること。 
    また、「４号該当の場合の判定機関名」は、「第３条区分」の欄において４号に該当する場合、判定を行った医療機関又は児童相談所等の名称を記入すること 
   ３ 備考欄に市内外園児の区別の記入 



別記様式第７号（第７条関係） 
    

矢板市指令 第   号 
 

補助事業者 住所又は所在地 
                            名称 
                            氏名又は代表者名 
 
     年  月  日付けで申請のあった矢板市幼稚園特別支援教育費補助金         

の交付については、次のとおり決定したので、矢板市幼稚園特別支援教育費補助金交

付要綱第７条の規定により通知します。 
 
年  月  日 

 
矢板市長         印 

 

補助事業等の名称 矢板市幼稚園特別支援教育費補助事業 

交付決定額  

交付条件 

（１）この補助金の対象となる事業は    年  月   
  日付けで申請のあった矢板市幼稚園特別支援教育費補助 
  事業とし、その内容は当該申請書記載のとおりとする。 
（２）市長は、補助金等にかかる予算の執行の適正を期する

ため必要があるときはいつでも職員をして補助事業に対

し、当該事務又は事業に係る帳簿、書類その他物件の検

査を行わせることができる。 

交付に係る指示 

（１）当該補助事業が完了したときは、すみやかに実績報告 
書を市長に提出すること。 

（２）この補助事業に係る収入及び支出を明らかにする帳簿 
を備え付け、事業終了の翌年から５ヶ年間整備保存する 
こと。 

 



別記様式第８号（第８条関係） 

番号 

  年  月  日 

 

矢板市長 様 

 

住  所 

設置者名           印 

 

    年度矢板市幼稚園特別支援教育費補助金に係る事業の変更承認申請書 

 

 次のとおり事業計画を変更したいので、矢板市幼稚園特別支援教育費補助金交付要

綱第８条の規定により申請します。 

 

記 

 

補助事業等の名称 矢板市幼稚園特別支援教育費補助事業 

補助金の名称 矢板市幼稚園特別支援教育費補助金 

変更の内容  

変更の年月日  

変更の理由  

添付書類 別記様式第９号等 

 



別記様式第９号（第８条関係） 

事業変更計画書 
幼稚園名        

 
 
（注） 
１．補助対象経費は特別支援
教育に要する経費とすること。 
２．積算内訳は具体的に記入

すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出科目 補助対象経費（円） 積算内訳 

人

件

費 

教員人件費   
職員人件費   
   
   
小計   

教

育

研

究

管

理

費 

消耗品費   
消耗備品費   
旅費交通費   
修繕費   
保健衛生費   
報酬・手数料   
賃借料   
賃金   
行事費   
研修費   
雑費   
   
   
小計   

合計   



別記様式第１０号（第８条関係） 
  矢板市指令 第   号 
 

補助事業者 住所又は所在地 
                 名称 
                 氏名又は代表者名 
 
     年  月  日付け矢板市指令 第   号により交付決定した矢

板市幼稚園特別支援教育費補助金について、次のとおり変更したので、矢板市幼

稚園特別支援教育費補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 
 
      年  月  日 
 

矢板市長        印 
 
補助金の名称 矢板市幼稚園特別支援教育費補助金 

変更前の交付決定額                  円 

変更後の交付決定額                  円 

変更増減額                  円 

交付条件 （１）この補助金の対象となる事業は    年  月 
    日付けで申請のあった矢板市幼稚園特別支援 

教育費補助事業とし、その内容は当該申請書記載の 
とおりとする。 

（２）市長は、補助金等にかかる予算の執行の適正を期 
するため必要があるときはいつでも職員をして補 
助事業に対し、当該事務又は事業に係る帳簿、書類 
その他物件の検査を行わせることができる。 

交付に係る指示 （１）当該補助事業が完了したときは、すみやかに実績 
報告書を市長に提出すること。 

（２）当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにする 
  こと。 



別記様式第１１号（第９条関係） 
年  月  日 

 
矢板市長 様 

 
補助事業者 住所又は所在地 

                 名称 
                 氏名又は代表者名         印 
 

補助金等交付請求書 
 

    年  月  日付け矢板市指令 第  号により交付決定のありま

した    年度矢板市幼稚園特別支援教育費補助金を、矢板市幼稚園特別支援

教育費補助金交付要綱第９条の規定により請求します。 
 
金額 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 
補助金等の名称 矢板市幼稚園特別支援教育費補助金 

補助金等交付決定通知額  

既交付額  

今回交付請求額  

未交付額  

添付書類 

（１） 交付決定通知書の写し 
（２） その他市長が必要と認める書類 

 
（注）１．数字は、算用数字を使用すること。 
   ２．金額の頭に¥をつけること 
   ３．金額を訂正したものは、無効とする。 
   ４．支払いについて希望する方法の番号   

を○で囲むこと。 
   ５．普通預金は「普」を、当座預金は「当」 
    を○で囲むこと。 

１口座振替 ２窓口（現金）払 
３その他（納入書等） 

振込先 
銀行    支店 

預 金 種

別 普 当 
口 座

番号 
 

名義  



別記様式第１２号（第１０条関係）  

年  月  日  

 

矢板市長      様  

 

補助事業者 住所又は所在地  

                名称  

                氏名又は代表者名         印  

 

補助事業実績報告書  

      

年  月  日付け矢板市指令 第  号で交付決定通知のあり

ました矢板市幼稚園特別支援教育費補助事業が完了しましたので、矢板市幼

稚園特別支援教育費補助金交付要綱第１０条の規定により報告します。  

補助金等の名称  矢板市幼稚園特別支援教育費補助金  

補助金額   

補助事業等の施行場所   

着手年月日  年  月  日  

完了年月日  年  月  日  

経過及び内容   

添付書類  （１） 収支決算書  

（２） 事業実績報告書（総括表）  

（３） 事業実績報告書（内訳表）  

（４） その他市長が必要と認める書類  



別記様式第１３号（第１０条関係）  

収支決算書  

収入                          （単位：円）  

科目  予算額  決算額  
差引額  

摘要  
増  減  

      

 

支出                             （単位：円）  

科目  予算額  決算額  
差引額  

摘要  
増  減  

      



別記様式第１４号（第１０条関係） 
事業実績報告書（総括表） 

（平成  年  月  日現在） 
      区分 
幼稚園名 

対象園児

就園数 
教員 

職員 
補助対象経費（円） 今後の支

出予定額 
交付決定

額 
備考 

担当 指導 人件費 経費 計 

 計画           
状況           

 計画           
状況           

 計画           
状況           

合計 
計画           
状況           

（注）１．計画は１０月１日現在の数等を記入すること。 
   ２．「教員」「職員」欄は、特別支援教育に携わる教職員についてのみ記入すること。 
   ３．「教員」欄の「担当」は学級を担任する教員数、「指導」は対象園児を直接指導する教員数を記入すること。 
   ４．「職員」欄は対象園児の介護等に従事する職員数を記入すること。 
   ５．補助対象経費は特別支援教育に要した経費を記入すること。



別記様式第１５号（第１０条関係） 

事業実績報告書（内訳表） 

幼稚園名            

（平成  年３月３１日現在） 

 

（注） 

１．計画額は、交付申請書に

記載した補助対象経費を記入

すること 

２．実績内訳は、具体的に記

入すること。 

 

 

 

 
 

支出科目 補助対象経費（円） 
実績内訳 

計画額 実績 
人

件

費 

教員人件費    
職員人件費    
    
    
小計    

 
 
教

育

研

究

管

理

費 

消耗品費    
消耗備品費    
旅費交通費    
修繕費    
保健衛生費    
報酬・手数料    
賃借料    
賃金費    
行事費    
研修費    
雑件    
    
小計    

 合計    


